
 

 

 

 

 
＜小売業、社会福祉施設及び飲食店など第三次産業では労働災害が多発しています。＞ 

第三次産業のなかでも特に労働安全衛生法により安全管理者又は安全衛生推進者の選任義務のない業種（労
働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種）（注１）での労働災害が多発しています。 

 
＜労働災害防止には、安全推進者を配置し、４Ｓ活動やＫＹ活動を通じて職場環境の改善や労働者の安全意識の
啓発を行うことが有効です。＞ 

これらの業種での災害は、多くが転倒や腰痛などのため、労働者の行動に着目した取組が必要です。そのた
めには、安全推進者（安全担当者）を配置して、職場環境や作業方法の改善、労働者の安全意識の啓発や安全
教育を行うことが有効です。そこで、「安全推進者の配置等に係るガイドライン」（平成２６年３月２８日付け基
発 0328第６号）が示されました。 

 
＜ガイドラインでは・・・＞ 

常時１０人以上の労働者を使用する上記業種の事業場は、安全管理体制を充実し労働災害防止活動の実効性
を高めるため、安全推進者（安全の担当者）を配置することとしています。 

 
（注１）「労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種」とは・・・ 

施行令第２条 該当する業種 常時５０人以上 常時１０人～４９人 

第１号 林業、建設業、運送業、清掃業 

安全管理者の 

選任義務あり 

安全衛生推進者の 

選任義務あり 第２号 

製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商

品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、

家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場

業、自動車整備業、機械修理業 

第３号 その他の業種（小売業、社会福祉施設、飲食業等） 安全管理者、安全衛生推進者の選任義務なし 

 

 

 

１ 対象事業場 

  労働安全衛生法施行令第２条第３号に掲げる業種の事業場のうち、常時１０人以上の労働者を使用する

事業場。 

２ 安全推進者の要件 

  職場内の整理・整頓・清潔・清掃（いわゆる４Ｓ活動）、交通事故防止等、事業場内で安全活動に従事し

た経験を有する者のうちから配置すること。なお、以下のいずれかの者を配置することが望ましい。 

 ・ 安全衛生推進者の資格を有する者（安全衛生推進者養成講習修了者（注２）、５年以上安全衛生の実務を

経験した者等） 

 ・ 労働安全コンサルタント、安全管理士又は安全管理者の資格を有する者 

３ 安全推進者の配置 

原則として、事業場ごとに１名以上配置すること。 

４ 安全推進者の氏名の周知 

  安全推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどにより関係労働者に周知すること。 

５ 安全推進者の職務 

  安全推進者は、事業の実施を統括管理する者を補佐して、次の職務を行うこと。また、事業者は、安全

推進者に対して必要な権限を付与するとともに、知識の付与や能力の向上に配意すること。 

① 職場環境及び作業方法の改善に関すること 

（職場の整理整頓等（４Ｓ活動）の推進、床の凸凹面の解消等職場内の危険箇所の改善、刃物や台車

等の道具の安全な使用に関するマニュアルの整備など） 

② 労働者の安全意識の啓発及び安全教育に関すること 

（朝礼等の場を活用した労働災害防止に係る意義の周知・啓発、荷物の運搬等の作業に係る安全な作

業手順についての教育・研修の実施など） 

③ 関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出等に関すること 

（労働災害を発生させた場合における労働者死傷病報告の作成及び労働基準監督署長への提出など） 

（注２）安全衛生推進者養成講習の実施機関等は裏面をご参照ください。 

～小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業の事業主の皆さまへ～ 

「安全推進者」を配置して労働災害を防止しましょう。 
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ガイドラインのポイント 
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電話番号
668-0055 豊岡市昭和町4-22

0796-24-2680 三協ビル３階
神戸東事務所 651-0086 神戸市中央区磯上通4-3-16
（神戸東労働基準協会） 078-222-1001 KO2Aビル4階
神戸西事務所 652-0802 神戸市兵庫区水木通7丁目1-18
（神戸西労働基準協会） 078-577-5639 メラード大開北館2階
尼崎事務所 660-0881 尼崎市昭和通3-96
（尼崎労働基準協会） 06-6411-8881 尼崎商工会議所6階
姫路事務所 670-0932 姫路市下寺町43
（姫路労働基準協会） 079-224-6886 姫路商工会議所新館3階
伊丹事務所 664-0895 伊丹市宮ノ前2-2-2
（伊丹労働基準協会） 072-778-6660 伊丹商工会議所3階
西宮事務所 662-0991 西宮市池田町3-12
（西宮労働基準協会） 0798-33-4939
加古川事務所 675-0031 加古川市加古川町北在家2006
（加古川労働基準協会） 079-421-0102 永田ビル4階　401号
西脇事務所 677-0015 西脇市西脇771-121
（西脇労働基準協会） 0795-23-3067
但馬事務所 668-0027 豊岡市若松町9-10
（但馬労働基準協会） 0796-24-3879
相生事務所 678-0031 相生市旭1-2-16
（相生労働基準協会） 0791-22-8404
淡路事務所 656-0014 洲本市桑間295
（淡路労働基準協会） 0799-23-0007

備　考
・ （一社）兵庫労働基準連合会は、「一般社団法人兵庫労働基準連合会」を略記したものです。
・  所在地　  ：　 〒651-0096　神戸市中央区雲井通4-2-2　マークラー神戸ビル　12階

 Ｔ Ｅ Ｌ   　：   078-231-6903
・ 開催日、開催場所、受講費用等は、直接照会願います。
・ 事業場の所在地を問わず、どこでも受講できます。

６月
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講習機関の名称 開催予定月 所在地

但馬安全衛生協会 ９月

４・６・８・１０・１２・２月

５・８・１１・２月

４・７・１０・１月

６・１２月

８月

６・８・１１・３月

７月・１月

８・２月

６・１月

６・８・１月


